
２０２４年能登半島地震（立命館大学） 

 

立命館災害復興支援基金（復興＋R基金） 

令和６年能登半島地震被災学生支援奨学金 募集要項 

 

 ２０２４年１月に発生しました能登半島地震にて被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

立命館学園では、①震災により影響を受けた立命館で学ぶ学生が、引き続き本学で学ぶことができる

よう最大限の支援を行う、②教育･研究活動を通じて災害に強い社会の構築に寄与すべく可能な限りの

努力を行うことを目的に「立命館災害復興支援基金（復興＋R 基金）」を創設し活動を継続しています。 

 立命館に在籍し、修学の熱意を有しながら、今回の能登半島地震によって経済的困難が生じ、学生生

活の継続が困難な者の生活費を支援する「被災学生支援奨学金」の募集を以下の通り行います。 

 

＜奨学金概要＞ 

１．支給金額 月額５０,０００円 

２．支給期間 ２０２４年４月～２０２５年３月（継続審査により修業年限まで支給予定） 

３．支給方法 ６か月分を一括して本人指定の本人名義口座に振り込みます。 

※２０２４年４月～２０２４年９月分は２０２４年１０月中に振り込みます（予定）。 

４．支給人数 ３０名程度（立命館災害復興支援基金（復興＋R基金）の範囲） 

 

＜出願資格＞ 

１．生計維持者が２０２４年１月に発生した能登半島地震による災害救助法適用地域の居住者である

こと。 

※ここでいう「生計維持者」とは、原則、出願者(学生)の「父」「母」両方とします。 

  ※ひとり親家庭の場合は、扶養･親権などを示した公的書類をもとに生計維持者を判断します。 

  ※父母両方（ひとり親家庭の場合は、そのひとり親）が、死去･疾病･身体障害により生計を維持で

きない場合、その父母に代わり生計を維持する者は、その状況を示す証票（公的書類）を提出い

ただき、生計維持者を判断します。 

２．２０２４年度に立命館大学および立命館アジア太平洋大学の学部もしくは大学院に在籍する正規

生であること。 

３．能登半島地震の被災（生計維持者の居住家屋が半壊以上の被害を受けた等）にともなう経済的困難

により今後の学生生活の継続が困難となった者。 

４．日本学生支援機構奨学金の基準を準用し、修業年限で卒業できる程度に学業を修めていること。 

 

＜選考方法＞ 

○出願者の中から、被災状況、本人の学修状況および他の奨学金等の受給状況を勘案しつつ、経済的に

厳しい方から順番に採用決定します。 

○災害復興支援室が選考において必要と判断した場合には、面接を行うことがあります。 

 



 

＜出願期間･出願方法（立命館大学）＞ 

１．出願期間：２０２４年６月２１日（金） ９：００ 

～２０２４年７月１２日（金）１７：００（締切日厳守） 

２．出願方法 

RisingFDC による WEB 出願 

   【WEB 申請フォーム URL】 

    https://cw.ritsumei.ac.jp/campusweb/SVA20D0.html?key=SUR20240611154739697637137 

 

＜出願書類（立命館大学）＞以下の書類をWEB申請フォームにて提出してください。 

１．願書（WEB 申請フォーム） 

２．被災を証明する書類 罹災証明書（コピー可） 

３．家計状況を証明する書類  生計維持者の最新の課税証明書(コピー可) 

４．〔外国籍の方のみ〕在留カードのコピー 

５．その他必要な書類（別紙を参照してください） 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

○今回提出される願書や家計状況を示す書類等の情報は、奨学金の選考のみに利用します。 

 

＜本奨学金に関するお問い合わせ（立命館大学）＞ 

【衣笠、朱雀キャンパス】  学生オフィス（衣笠）  電話番号 ０７５－４６５－８１６８ 

【びわこ・くさつキャンパス】学生オフィス（ＢＫＣ） 電話番号 ０７７－５６１－２８５４ 

【大阪いばらきキャンパス】 学生オフィス（ＯＩＣ） 電話番号 ０７２－６６５－２１３５ 

 

平日 ９：３０～１１：３０ １２：３０～１７：００ 

                           火曜日のみ １２：３０～１７：００ 

 

 


